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はじめに 
 
 施設使用料については、「豊島区行政改革大綱」（昭和 60 年 10 月策定）の方
針に基づき、受益者負担の適正化、公平化を図るため、概ね３年ごとに見直し
を行っています。前回は平成 15 年度に検討を進め、16 年 10 月から一部施設を
対象に料額の改定を実施しました。 
 その後、地方自治法の改正により、公の施設の管理に係るこれまでの「管理
委託制度」に代わり、新たに「指定管理者制度」が創設されたことから、公の
施設を取り巻く環境は、前回見直し時と比べ大きく変化してきています。本プ
ロジェクトチームが検討の対象とする施設についても、現在その半数以上で指
定管理者制度が採用されています。 
 こうした状況を勘案する中で、本プロジェクトチームに新たに「指定管理者
導入施設課題検討チーム」を設置し、指定管理者制度のもとにおける受益者負
担のあり方について検討しました。同時に、前回の料額改定より４年が経過す
ることから、平成 19 年度の決算額に基づき施設コストの実態と受益者負担の状
況を調査し、料額の見直しについても検討を行いました。  
 また、集会施設などと目的・機能において大きく異なる学童クラブ及び幼稚
園の使用料についても、それぞれの所管課での検討を受け、本プロジェクトチ
ームにおいても改めて検討を加えました。 
 その結果、以下のとおり結論を得たので、ここに報告します。 
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Ⅰ 施設使用料の見直しについて 

 
１．見直しの考え方 
  区は、区民サービスの向上を図るため、各種の公の施設を設置しています。 
  施設使用料については、施設の利用に際し利用者から徴収する金銭で、地
方自治法第 225 条を根拠に、具体的な料額等は条例で定められています。施
設サービスの受益が原則としてサービスを利用する特定の者のみに及ぶとい
う観点から、施設を利用する人と利用しない人との「負担の公平」を考え、
利用する人に応分の負担をしていただくという受益者負担の原則に基づき徴
収するものです。 
  負担が公平であるか否かを判断するためには、施設コストと受益者負担ま
たは税負担との関係を定期的に把握する必要があります。 
  本区では、受益者負担の適正化を図り、区民負担の公平を確保するため、
昭和 60 年 10 月策定の「豊島区行政改革大綱」の方針に基づき、原則として
３年ごとに見直しを行っています。 

 
２．過去の改定状況 
  過去の改定状況は、表１のとおりです。 
             表 1 過去の改定状況 

改定年度 改定状況 基本改定率
ＰＴ報告
年月日

調査対象
決算年度

備　　　　　考

S５７年度 S57.6.1(改定) 38.6% S57.1.7 S55年度

S６１年度 S61.6.1(改定) 23.1% S61.1.17 S59年度

（H１年度） H1.6.1（見送り） － S63.12.14 S62年度 ・報告書の中で提案された改定率（5.1%)

（H４年度） H4.6.1（見送り） － H3.10.7 H２年度 ・報告書の中で提案された改定率（8.8%)

H８年度 H8.10.1(改定) 13.9% H8.1.11 H６年度

（H１０年度） H10.6.1（見送り） － H11.1 H９年度

H１２年度 H12.10.1(改定) 20.0% H11.12.24 H10年度

・報告書の中で提案された改定率(50%）

・算定方式の見直し

（改定を見送った施設）

　　　・自転車駐車場　　・幼稚園

H１３年度

（幼稚園）

　H13.6.1改定
（自転車駐車場）

　Ｈ13.7.1改定

（幼稚園）

　　　２０％

(自転車駐車場）

　　　２５％

H13.1.19 H11年度
(無料施設の有料化/13.10.1適用）

・区民集会室　　・男女平等推進センター

・目的外使用施設　・学校開放施設

H１６年度 H16.10.1(改定) 20.0% H15.12.10 H14年度

(改定を見送った施設）

　・宿泊施設　・学童クラブ　・幼稚園

　・目的外使用施設　・学校開放施設

（料額を据え置いた施設）

　・自転車駐車場

H１７年度

（幼稚園）

　H17.6.1改定

　Ｈ19.4.1改定
　   33.3%
     25.0%

H16.12月 H15年度
　H17.6.1改定(月額6,000円→8,000円）
　Ｈ19.4.1改定(月額8,000円→10,000円）
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３．見直しの対象施設 
表２に示した現行有料の「公の施設」及び「行政財産の目的外使用施設」 

を対象に検討を行いました。 
 

    表 2 見直し対象施設 
区　　　　分 施設名 使用料徴収根拠条例 運営形態

・豊島区民センター ・区民センター条例

・豊島公会堂 ・公会堂条例

・勤労福祉会館 ・勤労福祉会館条例

・目白庭園（赤鳥庵） ・目白庭園条例

・地域文化創造館 ・地域文化創造館条例

・舞台芸術交流ｾﾝﾀｰ（あうるすぽっと） ・舞台芸術交流センター条例

・熊谷守一美術館 ・熊谷守一美術館

・体育館（豊島、巣鴨、雑司が谷）

・体育場（総合、西巣鴨）

・池袋スポーツセンター

・三芳グランド

・西池袋温水プ－ル

・自転車駐車場 ・自転車等駐車場条例
直営（委託）/
指定管理者

・区役所構内駐車場 ・区役所構内駐車場条例

・生活産業プラザ ・生活産業プラザ条例

・南池袋斎場（式場・和室） ・南池袋斎場条例

・男女平等推進センター ・男女平等推進センター条例

・区民集会室・上池袋ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ・区民集会室条例

・学童クラブ ・学童クラブ条例

・幼稚園 ・幼稚園条例

・東部区民事務所の集会室等

・西部区民事務所の集会室等

・地域区民ひろばの集会室等

・駒込福祉作業所の会議室

・児童館の集会室等

・豊島清掃事務所の会議室

・長崎健康相談所の講堂

・文化観光課の会議室

・学校開放施設 ・学校設備使用条例

行政財産の
目的外使用施設

公の施設

指定管理者

直営

・体育施設条例

・行政財産使用料条例
・区有施設目的外使用要綱
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４．検討にあたって 
（１）「学童クラブ」及び「幼稚園」 

区民センターなど貸室を主な目的とする集会施設と機能等が大きく異な
り、集会施設と同様の考え方で整理するのは困難であるため、個別に検討
を行うこととしました。 

 
（２）その他の施設 

平成 15 年 6 月の地方自治法の改正により、公の施設の管理に関するこれ
までの「管理委託制度」に代わり、新たに「指定管理者制度」が創設され
たことから、前回（15 年度）の検討において見直しの対象とした施設の半
数以上で同制度が導入されています。 
そのため、本プロジェクトチーム内に新たに「指定管理者導入施設課題
検討チーム」を設置し、指定管理者制度のもとにおける受益者負担のあり
方について検討を行いました。 
その結果、別添資料１「指定管理者導入施設課題検討チーム検討結果報
告」（Ｐ29）のとおり報告を受け、本プロジェクトチームにおいても改めて
検討した上、この内容を了承しました。 
 
《指定管理者導入施設課題検討チーム検討結果報告》 

以下抜粋（Ｐ31） 
１ 指定管理者導入施設の使用料改定について  

  （１）基本的な考え方 
      ・ 指定管理者の導入は、区が公の施設を運営するための手段であり、 
      直接的には区民と無関係である。 
         ・ 指定管理者を導入するか否かは、政策的判断によるもので流動的 

である。 
 

    指定管理者が導入されているか否かに関わらず、公の施設については
共通の方法で使用料を改定することが望ましい。 

 
 この報告を受け、指定管理者制度を採用している施設についても、区直営施
設と同様の考え方に基づき、使用料の見直しについて検討を行いました。 
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Ⅱ 受益者負担の現状 

 
１．調査対象施設 
表２の「見直し対象施設」から学童クラブ及び幼稚園を除き調査を実施し 
ました。 

 
２．施設コストと使用料収入の算定方法 
（１）受益者負担の基本的な考え方 
   施設を経常的に維持管理するための費用を対象経費（施設コスト）とし、

これを受益者負担（使用料収入）によって賄うことを原則とします。 
 
（２）施設コストの範囲 
   施設コストは、資本的（投資的）経費と経常的経費に大きく分けること
ができますが、両経費と受益者負担または税負担との関係を、表３のとお
り整理しました。 

 
                表３ 経費と負担との関係 

負担

経常的
経費

⑤維持管理に係る人件費

受益者（使用料）⑥消費的
　　支出

⑥-1　物件費　　※ただし⑧の経費を除く

⑥-2　補助費等

⑦建物の維持補修費
公費（税）

⑧物件費に含まれる土地建物の賃借料・敷金

施設コスト

資本的
（投資的）

経費

①土地の購入費

公費（税）
②建物の建設費

③高額備品の購入費

④初度調弁

 
 
  上記（１）の考え方に基づき、施設利用者に負担を求める施設コストの範
囲を、「⑤維持管理に係る人件費」及び「⑥消費的支出」とします。したがっ
て、⑤及び⑥以外の経費については、公費（税）負担とします。 
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○ 維持管理に係る人件費 
使用申請の受付や許可書等の交付事務、使用料の徴収事務、各種保守等 

の契約事務など、施設の維持管理に必要な人件費に限定します。 
       したがって、施設において行われる様々な事業の運営にかかる人件費分

は除外します。 
 
    ○ 消費的支出（物件費及び補助費等） 
    支出の効果が当該年度あるいは短期間限りで終わるもので、具体的には

消耗品費・光熱水費及び各種の保守点検等委託経費などの物件費、火災保
険等の保険料や報償費などの補助費等をいいます。 

    なお、物件費に含まれる土地・建物の賃借料及び敷金は経常的な経費で
すが、資本的支出に類似した性格を有するため除外しています。 

 
（３）施設コストの算定方法 
 

施設コスト ＝ 維持管理に係る人件費 ＋ 消費的支出 
 
  ① 維持管理に係る人件費 
       業務実態を精査し、施設の維持管理に限定した場合の従事人数の割合を

求め、これに平均給与額（※）を乗じ算定します。 
 
    ※ 平成 19 年度決算における給与、職員手当等（退職手当を除く）及

び共済費の合計額を 19 年度の執行人員数で除して算出します。 
            19 年度の平均給与額は 8,648 千円となります。 
 
  ② 消費的支出 
    一部の区民集会室や目的外使用施設は複合施設であるため、当該施設部

分のみにかかる経費の算出が困難な場合があります。この場合には、当該
施設のコストとして明確に算定できるものだけに限定します。 
例えば、区民ひろばと区民集会室との複合施設における光熱水費が 10

万円であった場合、区民集会室部分のみの額が正確に算定できないときは、
経費として計上していません。 

    また、消費的支出の原価計算に伴う消費税については、従来どおり使用
料への転嫁は行わず、控除することとしています。 
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（４）使用料収入の算定方法 
 
     使用料収入＝（施設使用料＋附帯設備使用料）＋減免分の収入換算額       
 
   実際に収入された施設使用料及び附帯設備使用料と減免分の収入換算額

の合計額とします。 
   減免対象となった収入換算額を加えるのは、減免制度が政策的見地から
設けられているものであり、実際の利用実態を反映させることが望ましい
と判断されるためです。 

 
３．施設コストと使用料収入の状況 
（１）類似施設のグループ化 
   施設コストは、個々の施設の規模や機能によって相違しており、また、
使用料収入も当該施設の地理的条件などに応じた利用状況により差が生じ
ています。 
そのため、個々の施設を独立採算的に捉えるのではなく、施設の目的や
機能によって類似施設をグループ化し、そのグループ内で施設コストを平
準化する方法を従来から採用しており、今回も踏襲することとします。 

   具体的には、次の区分により施設を分類することとします。 
 【公の施設】 
  ① 広域的集会施設 
     区内全域あるいは区外居住者の利用を対象としている施設 
  ② 地域的集会施設 
     周辺地域の区民利用が想定され、主に貸室的な役割を果たしている

施設 
  ③ その他の集会施設で個別に取り扱う施設 
     目白庭園の貸室部分及び南池袋斎場 
  ④ 体育施設 
     体育館、体育場などのスポーツ施設 
  ⑤ その他個別に取り扱う施設 
     自転車駐車場及び区役所構内駐車場 
【目的外使用施設】 
  ⑥ 開放施設としての集会施設 
  ⑦ 学校開放施設 
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（２）施設コストと使用料収入の乖離状況 
以上の算定方法に基づき、対象施設における 19 年度決算による施設コス
トと使用料収入を調査した結果は、表４-1・４-2 のとおりです。 
 

表４-1　施設コストと使用料収入の状況

【公の施設】 金額単位：千円

人件費 消費的支出
自主事業を

除く比率(注)
計

施設使用料

設備使用料

減免分の

収入換算額
計

ａ ｂ ｃ ｄ=(ａ+ｂ)*ｃ ｅ ｆ ｇ=ｅ+ｆ

広域的集会施設 79,713 212,052 290,687 173,190 31,742 204,932 1.42 倍 1.28 倍

区民センター・公会堂 37,056 120,562 1.00 157,618 112,855 21,253 134,108 1.18 倍 1.21 倍

勤労福祉会館 40,927 66,843 0.99 106,692 43,696 2,974 46,670 2.29 倍 1.52 倍

生活産業プラザ 20,509 1.00 20,509 15,773 5,217 20,990 0.98 倍 0.99 倍

男女平等推進ｾﾝﾀｰ 1,730 4,138 1.00 5,868 866 2,298 3,164 1.85 倍 2.03 倍

地域的集会施設 164,196 167,533 315,661 81,475 7,252 88,727 3.56 倍 4.13 倍

地域文化創造館

※南大塚ホール含
134,708 94,839 0.93 213,479 61,832 3,919 65,751 3.25 倍 3.24 倍

区民集会室※上池袋ｺ

ﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ含
29,488 72,694 1.00 102,182 19,643 3,333 22,976 4.45 倍 6.90 倍

6,586 11,156 0.87 15,436 4,285 0 4,285 3.60 倍 3.87 倍

12,269 13,170 1.00 25,439 18,751 0 18,751 1.36 倍 1.48 倍

体育施設 241,378 257,509 439,799 225,184 34,426 259,610 1.69 倍 1.81 倍

豊島体育館 18,039 24,231 0.86 36,352 16,332 1,806 18,138 2.00 倍 2.84 倍

巣鴨体育館 39,529 23,742 0.69 43,657 29,651 1,555 31,206 1.40 倍 1.79 倍

雑司が谷体育館 32,845 52,434 0.89 75,898 25,978 1,612 27,590 2.75 倍 2.69 倍

総合体育場

西巣鴨体育場
23,644 22,686 0.83 38,454 24,821 10,485 35,306 1.09 倍 2.19 倍

三芳グランド 17,067 12,681 0.92 27,368 12,250 669 12,919 2.12 倍 4.56 倍

池袋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

西池袋温水ﾌﾟｰﾙ
110,254 121,735 0.94 218,070 116,152 18,299 134,451 1.62 倍 1.28 倍

17,296 165,555 182,851 230,711 5,589 236,300 0.77 倍 1.06 倍

指定管理者施設 35,043 1.00 35,043 43,421 1,285 44,706 0.78 倍 － 倍

直営施設 17,296 130,512 1.00 147,808 187,290 4,304 191,594 0.77 倍 1.06 倍

2,009 1.00 2,009 30,598 12,695 43,293 0.05 倍 － 倍

521,438 828,984 1,271,882 764,194 91,704 855,898 1.49 倍 1.80 倍

（注）自主事業を除く比率：１－（自主事業参加者数／施設利用者総数）

　　 一部の指定管理者施設については、指定管理者が自主事業を実施するための経費も含まれるため、自主事業分を上記の

　　 計算式により按分し、これを除くこととした。

　（留意点）指定管理施設について

①未来文化財団が指定管理者になっている施設（区民センター、公会堂、勤労福祉会館、地域文化創造館）については、人件費

　 に本部職員の人件費が一部含まれる。

②体育施設については、人件費の中に施設の維持管理に直接係らない分が一部含まれる。

③目白庭園は、赤鳥庵の維持管理経費のみならず庭園部分の維持管理経費も含まれる。

④舞台芸術交流センター及び熊谷守一美術館は、19年度開設のため、調査対象施設から除外している。

区役所構内駐車場

計

ｈ=ｄ／ｇ

施設名

目白庭園（赤鳥庵）

南池袋斎場

自転車駐車場

※網掛けは指定管理者施設

前回（14年

度決算）

乖離状況

乖離状況

施設コスト／

使用料収入

施設コスト 使用料収入
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表４-2　施設コストと使用料収入の状況

【目的外使用施設】 金額単位：千円

人件費 消費的支出 計
施設使用料

設備使用料

減免分の

収入換算額
計

ａ ｂ ｄ=ａ+ｂ ｅ ｆ ｇ=ｅ+ｆ ｈ=ｄ／ｇ

34,335 13,014 47,349 6,647 3,980 10,627 4.46 倍 7.06 倍

22,518 29,386 51,904 7,068 49,576 56,644 0.92 倍 1.84 倍

56,853 42,400 99,253 13,715 53,556 67,271 1.48 倍 3.02 倍

前回（14年

度決算）

乖離状況

乖離状況

施設コスト／

使用料収入

施設コスト 使用料収入

集会室等開放施設

学校開放施設

計

施設名
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Ⅲ 料額見直しの検討結果について 

 
１．公の施設及び目的外使用施設 
 
（１）料額見直しの基本的考え方 
 
① 公の施設などの利用にあたっては、その受益が原則としてサービスを  

   利用する特定の者のみに及ぶということを踏まえ、利用する者と利用し
ない者との負担の公平を図る観点から料額の見直しを行います。 

 
  ② 施設を経常的に維持管理するための費用を対象経費（施設コスト）と 

し、これを受益者負担（使用料収入）により賄うことを原則とします。 
 
③  現行料額による使用料収入（減免分は換算して算定）と施設コストと 

   の間に乖離が見られる場合は、改定率１．５倍の範囲内で、激変緩和を
考慮しつつ改定率を定めることとします。 

 
    ④ 適時適切に受益者負担の適正化を進めるため、原則として２年以上改 

定を実施していない施設を対象に調査し、概ね３年ごとに見直しを行い
ます。 

 
（２）料額改定の要否 
 
  （結論）現行の料額を据え置くこととします。 
 
  （理由） 
○  表５のとおり、グループ別の乖離状況について、公の施設では区役所
構内駐車場の 0.05 倍から目白庭園の 3.60 倍と大きな幅があるものの、
見直し対象施設全体では 1.49 倍となっています。つまり、施設コスト
の約 67％を受益者負担で、残り約 33％を公費（税負担）で賄っている
計算になります。 
 施設コストを使用料収入で賄うという原則からすれば、公の施設で 
1.49 倍、目的外施設で 1.48 倍という乖離状況については、利用する者
と利用しない者との負担の公平を考えた場合、決して適正な水準とは言
えません。       
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しかし、表６のとおり、乖離は前回調査より小さくなっており、今後
指定管理者制度が定着すれば、施設コストの縮減や収入額のアップによ
るさらなる縮小も期待できます。 
また、指定管理者施設の施設コストの中には、指定管理者から提出さ
れた事業・収支報告書の様式や内容が統一されていないため、対象外の
経費が一部算入されており、それらを除外すればさらに乖離が縮小する
可能性があると考えられます。 

金額単位：千円

施設区分 施設コスト(a) 使用料収入(b)
広域的集会施設 290,687 204,932 1.42 倍
地域的集会施設 315,661 88,727 3.56 倍
目白庭園 15,436 4,285 3.60 倍
南池袋斎場 25,439 18,751 1.36 倍
体育施設 439,799 259,610 1.69 倍
自転車駐車場 182,851 236,300 0.77 倍
区役所構内駐車場 2,009 43,293 0.05 倍

1,271,882 855,898 1.49 倍
集会室等の開放施設 47,349 10,627 4.46 倍
学校開放施設 51,904 56,644 0.92 倍

99,253 67,271 1.48 倍

表５　グループ別コストと収入の状況

公の施設

目的外
使用施設

乖離状況(a/b）グループ区分

合計

合計  
 

金額単位：千円

施設区分 算定年度 施設コスト(a) 使用料収入(b)
今回（19年度決算）A 1,271,882 855,898 1.49 倍
前回（14年度決算）B 1,309,652 725,628 1.80 倍

増減(A-B) △ 37,770 130,270 △ 0.32 倍
今回（19年度決算）A 99,253 67,271 1.48 倍
前回（14年度決算）B 120,161 39,838 3.02 倍

増減(A-B) △ 20,908 27,433 △ 1.54 倍

公の施設

目的外
使用施設

表６　今回（19年度決算）と前回（14年度決算）との比較

乖離状況(a/b）

 
 
  ○ 100年に一度と言われる世界的な金融危機、原材料価格の高騰、円高・

株安などによる企業収益の減少、雇用情勢の悪化など、日本経済は確実
に景気後退の局面に入っています。そうした影響を受け、今後、区民生
活は益々厳しさを増していくものと推測されます。 

   
○  指定管理者制度が定着するのに伴い、民間事業者の優れたノウハウの
活用等により乖離はさらに縮小すると見込まれ、また、現下の一層厳し
さを増す社会経済状況を踏まえると、現行料額を据え置くことが適当で
あると結論づけられます。 
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（３）次年度以降の検討課題 
 
① 自転車駐車場、区役所構内駐車場の扱い 
   他の集会施設などと同様に取り扱ってきましたが、貸室を主とする施設
とは、目的・機能において大きく異なっています。 
また、両施設ともコストに比べ収入が大きく上回り、これが見直し対象
施設全体の乖離を縮小させる要因となっている一方で、単独施設と見なし
た場合、現行の考え方に基づけば料金の値下げということも想定されると
ころです。 

   したがって、今後、両施設のあり方についてさらに検討していく必要が
あります。 

 
② 指定管理者施設の事業報告書の改善 
施設コストの算定において、指定管理者から提出された事業・収支報告
書の様式や内容が不統一となっていることから、対象外の経費が一部算入
されています。 

   そのため、様式・内容の見直しや統一化などを図り、施設コストを正確に
把握できる方法を検討する必要があります。 
 

２．学童クラブ利用料 ※全体の検討内容については別添資料２(Ｐ37)を参照 
 
  （結論）現行の月額 3,000 円を継続します。 
 
  （理由） 

○  児童館から子どもスキップへの移行過程における利用料改定は
保護者の理解を得難く、今後も円滑な移行を推進する上で支障が生
じる懸念が否定できません。 

 
○  学童クラブを運営するための経費は、非常勤職員の活用や施設形
態の変化などが進んだ結果、有料化を開始した当時より大きく減少
しています。引き続き応分の負担が必要な状況に変わりありません
が、改定に向けての材料として積極的な要素とは言えません。 
※削減額△202,858（9 年度運営経費 532,077 千円）⇒（19 年度運営経費 329,219 千円） 

 
○  これらを含めた諸状況を総合的に勘案すると、現段階においては
現行の月額 3,000 円を継続することが適当と考えられます。 
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学童クラブ利用料については、所管課から上記の検討結果報告を受け、
本プロジェクトチームにおいてさらに検討を加えた上、その内容を了承し
ました。 

 
 
３．幼稚園保育料  ※全体の検討内容については別添資料３(Ｐ43)を参照 
 
  （結論）現行の月額 10,000 円を継続します。 
 
  （理由） 

○  16 年 12 月の「幼稚園保育料等見直しプロジェクトチーム」の報
告を受けた保育料の値上げについて、２段階の経過措置を講じたた
め、現行料金の適用が 19 年 4 月からとなり、改定後まだ 1 年しか
経過していないことになります。 

 
○  18 年度決算をベースとする想定保育料額（月額 10,614 円）と比
較しても、現行料金（月額 10,000 円）は大きな開きがないことに
なります。 

 
○  前回改定時の状況と比較して、公私の保護者負担額の差はまだそ
れほど大きな開きにはなっていません。 

       区立幼稚園保育料：私立幼稚園保育料＝1：1.68（前回 16 年度 1：1.47） 

     
○  ２３区の区立幼稚園保育料を勘案し、近隣区との均衡にも配慮す
る必要があります。 
（文京６,000 円、新宿 6,000 円、中野 8,900 円、練馬 8,000 円、板橋 10,200 円、 

北 5,000 円） 

※豊島区の月額10,000円は 23区では板橋区の10,200円に次ぎ2番目に高い額となって

います。 

 

幼稚園保育料についても、所管課から上記検討結果の報告を受け、本プ
ロジェクトチームにおいて検討を加えた上、その内容を了承しました。 
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施設コストと使用料の乖離状況【直営施設】（平成１９年度決算ベース）

【公の施設（直営）】

単位：千円

区役所構内
駐車場

自転車
駐車場

生活産業
プラザ

南池袋
斎場

男女平等
推進ｾﾝﾀｰ

区民集会室
※上池ｺﾐ含

合計

Ａ 人件費計 17,296 12,269 1,730 29,488 60,783

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 2,109 135,795 21,531 13,776 4,341 76,218 253,770

Ｂ１’
物件費計
（消費税控除後）

2,009 129,329 20,506 13,120 4,134 72,589 241,686

Ｂ２ 建物等賃借料 171,197 70,291 241,488

Ｃ 補助費等 1,242 3 53 4 110 1,412

Ｃ’
補助費等
（消費税控除後）

1,183 3 50 4 105 1,345

Ｄ 維持補修費 12,442 711 718 4,402 18,273

Ｄ’
維持補修費
（消費税控除後）

11,850 677 684 4,192 17,403

Ｅ その他 3,493 3,493

Ｅ’
その他
（消費税控除後）

3,327 3,327

Ｆ
コスト１
（Ｂ１’+Ｃ’）

2,009 130,511 20,509 13,170 4,138 72,693 243,030

Ｇ
コスト２
（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’）

2,009 147,807 20,509 25,439 5,868 102,181 303,813

Ｈ
コスト３
（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’）

2,009 159,657 21,186 26,123 5,868 109,700 324,543

① 施設使用料 30,598 187,290 15,773 18,751 866 19,643 272,921

② 行政財産使用料 963 14 5 80 1,062

③ 国・都補助金 0

④ 雑入 73,880 1,552 81 471 38,529 114,513

⑤ 減免分収入換算額 12,695 4,304 5,217 0 2,298 3,333 27,847

⑥
算定対象収入額
（①+⑤）

43,293 191,594 20,990 18,751 3,164 22,976 300,768

0.05倍 0.68倍 0.98倍 0.70倍 1.31倍 3.16倍 0.81倍 

0.05倍 0.77倍 0.98倍 1.36倍 1.85倍 4.45倍 1.01倍 

0.05倍 0.83倍 1.01倍 1.39倍 1.85倍 4.77倍 1.08倍 

－ 1.06倍 0.99倍 1.48倍 2.03倍 6.90倍 1.67倍

コスト１／収入額
（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額
（Ｇ／⑥）

前回の倍率（14年度決算）
※コスト２／収入額に対応する倍率

コスト３／収入額
（Ｈ／⑥）

資 料 １
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【目的外使用施設】

単位：千円

集会室等
開放施設

学校開放
施設

合計

Ａ 人件費計 34,335 22,518 56,853

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 12,491 30,855 43,346

Ｂ１’
物件費計
（消費税控除後）

11,896 29,386 41,282

Ｂ２ 建物等賃借料 0

Ｃ 補助費等 1,174 1,174

Ｃ’
補助費等
（消費税控除後）

1,118 0 1,118

Ｄ 維持補修費 566 100 666

Ｄ’
維持補修費
（消費税控除後）

539 95 634

Ｅ その他 0

Ｅ’
その他
（消費税控除後）

0

Ｆ
コスト１
（Ｂ１’+Ｃ’）

13,014 29,386 42,400

Ｇ
コスト２
（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’）

47,349 51,904 99,253

Ｈ
コスト３
（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’）

47,888 51,999 99,887

① 施設使用料 6,647 7,068 13,715

② 行政財産使用料 17,973 17,973

③ 国・都補助金 0

④ 雑入 825 825

⑤ 減免分収入換算額 3,980 49,576 53,556

⑥
算定対象収入額
（①+⑤）

10,627 56,644 67,271

1.22倍 0.52倍 0.63倍 

4.46倍 0.92倍 1.48倍 

4.51倍 0.92倍 1.48倍 

7.06倍 1.84倍 3.02倍

コスト１／収入額
（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額
（Ｇ／⑥）

前回の倍率（14年度決算）
※コスト２／収入額に対応する倍率

コスト３／収入額
（Ｈ／⑥）

15



施設コストと使用料の乖離状況【直営施設】（前回比較）

①区役所構内駐車場

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 0 正規職員 0.0

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 2,109 2,109 非常勤職員 0.0

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 2,009 2,009 0.0

Ｂ２ 建物等賃借料 0 人件費計 A 0 0

Ｃ 補助費等 0 正規職員 0

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 0 非常勤職員 0

Ｄ 維持補修費 0 物件費計 B 2,109 2,109

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 0 賃金 0

Ｅ その他 0 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 0 需用費 0 0

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 2,009 2,009 光熱水費 0

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 2,009 2,009 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 2,009 2,009 一般需用費 0

【施設使用料】 役務費 0

① 施設使用料 30,598 30,598 委託料 1,215 1,215

② 行政財産使用料 0 受付・運転・清掃等 0

③ 国・都補助金 0 保守委託 0

④ 雑入 0 その他 1,215 1,215

⑤ 減免分収入換算額 12,695 12,695 使用料及び賃借料 894 894

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 43,293 43,293 0

【乖離状況】 その他 894 894

0.05倍 備品購入費・その他 0

0.05倍 補助費等 C 0 0

0.05倍 報償費 0

役務費（保険料） 0

負担金補助 0

公課費 0

維持補修費 D 0 0

需用費（建物修繕） 0

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 0

原材料費 0

平成１７年４月　　　自動車駐車場開設（８台） 備品購入費 0

平成１８年４月　　　自動二輪車等駐車場開設（１７台） その他 Ｅ 0

平成２０年５月　　　自動二輪車等駐車場の料金改定 計 B+C 2,109 2,109

合計2 A+B+C 2,109 2,109

合計１ A+B+C+D+E 2,109 2,109

【施設使用料】
　 ①施設使用料 30,598 30,598

　 ②行政財産使用料 0

③国・都補助金 0

　 ④雑入 0

30,598 30,598

算定対象外収入額②+③+④ 0 0

　 ⑥減免分収入換算額 12,695 12,695

算定対象収入額①+⑥ 43,293 43,293

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４

資 料 ２
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②自転車駐車場

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 17,296 17,302 △ 6 正規職員 2.0 2.0 0.0

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 135,795 167,583 △ 31,788 非常勤職員 0.0

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 129,329 159,603 △ 30,274 2.0 2.0 0.0

Ｂ２ 建物等賃借料 171,197 182,683 △ 11,486 人件費計 A 17,296 17,302 △ 6

Ｃ 補助費等 1,242 1,193 49 正規職員 17,296 17,302 △ 6

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 1,183 1,136 47 非常勤職員 0

Ｄ 維持補修費 12,442 791 11,651 物件費計 B 306,992 350,266 △ 43,274

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 11,850 753 11,096 賃金 0

Ｅ その他 0 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 0 需用費 12,512 17,489 △ 4,977

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 130,511 160,739 △ 30,228 光熱水費 10,322 10,631 △ 309

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 147,807 178,041 △ 30,234 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 159,657 178,794 △ 19,137 一般需用費 2,190 6,858 △ 4,668

【施設使用料】 役務費 748 969 △ 221

① 施設使用料 187,290 168,376 18,914 委託料 119,413 145,570 △ 26,157

② 行政財産使用料 0 受付・運転・清掃等 113,432 136,324 △ 22,892

③ 国・都補助金 0 保守委託 4,930 9,246 △ 4,316

④ 雑入 73,880 86,895 △ 13,015 その他 1,051 1,051

⑤ 減免分収入換算額 4,304 196 4,108 使用料及び賃借料 173,946 186,116 △ 12,170

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 191,594 168,572 23,022 171,197 182,683 △ 11,486

【乖離状況】 その他 2,749 3,433 △ 684

0.68倍 0.95倍 備品購入費・その他 373 122 251

0.77倍 1.06倍 補助費等 C 1,242 1,193 49

0.83倍 1.06倍 報償費 0

役務費（保険料） 61 29 32

負担金補助 1,181 1,164 17

公課費 0

維持補修費 D 12,442 791 11,651

需用費（建物修繕） 12,442 791 11,651

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 0

原材料費 0

【乖離状況】　　１．０６倍(14年度）→０．７７倍（１９年度） 備品購入費 0

【施設数】　　14年度は16施設。19年度は19施設だが、うち３施設は その他 Ｅ 0

　　　　　　　　 指定管理者のため対象施設は16施設と同数。 計 B+C 308,234 351,459 △ 43,225

要因分析 合計2 A+B+C 325,530 368,761 △ 43,231

【コスト】　　△３０，２３４ ・物件費　　△３０，２７４ 合計１ A+B+C+D+E 337,972 369,552 △ 31,580

物件費の主な減内容→ （管理委託△15,683、警備△5,134）

（保守委託△4,110、需用費△4,446） 【施設使用料】
　 ①施設使用料 187,290 168,376 18,914

【収入】　　＋２３，０２２ ・施設使用料　　＋１８，９１４ 　 ②行政財産使用料 0

・減免換算額　　＋４，１０８ ③国・都補助金 0

　 ④雑入 73,880 86,895 △ 13,015

261,170 255,271 5,899

算定対象外収入額②+③+④ 73,880 86,895 △ 13,015

　 ⑥減免分収入換算額 4,304 196 4,108

算定対象収入額①+⑥ 191,594 168,572 23,022

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４
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③生活産業プラザ

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 11,432 △ 11,432 正規職員 1.3 △ 1.30

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 21,531 10,578 10,953 非常勤職員 0.08 △ 0.08

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 20,506 10,074 10,431 1.38 △ 1.38

Ｂ２ 建物等賃借料 0 人件費計 A 0 11,432 △ 11,432

Ｃ 補助費等 3 29 △ 26 正規職員 11,247 △ 11,247

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 3 28 △ 25 非常勤職員 185 △ 185

Ｄ 維持補修費 711 599 112 物件費計 B 21,531 10,578 10,953

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 677 570 107 賃金 429 △ 429

Ｅ その他 0 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 0 需用費 2,504 1,921 583

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 20,509 10,102 10,407 光熱水費 1,951 1,830 121

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 20,509 21,534 △ 1,025 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 21,186 22,104 △ 919 一般需用費 553 91 462

【施設使用料】 役務費 193 202 △ 9

① 施設使用料 15,773 13,079 2,694 委託料 17,624 8,016 9,608

② 行政財産使用料 963 1,181 △ 218 受付・運転・清掃等 15,519 5,537 9,982

③ 国・都補助金 0 保守委託 2,105 2,437 △ 332

④ 雑入 1,552 2,323 △ 771 その他 42 △ 42

⑤ 減免分収入換算額 5,217 8,681 △ 3,464 使用料及び賃借料 57 10 47

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 20,990 21,760 △ 770 0

【乖離状況】 その他 57 10 47

0.98倍 0.46倍 備品購入費・その他 1,153 1,153

0.98倍 0.99倍 補助費等 C 3 29 △ 26

1.01倍 1.02倍 報償費 1 1

役務費（保険料） 2 29 △ 27

負担金補助 0

公課費 0

維持補修費 D 711 599 112

需用費（建物修繕） 711 599 112

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 0

原材料費 0

【乖離状況】　　０．９９倍(14年度）→０．９８倍（１９年度） 備品購入費 0

要因分析 その他 Ｅ 0

【コスト】　　△１，０２５ ・人件費　　△１１，４３２ 計 B+C 21,534 10,607 10,927

・物件費　　＋１０，４３１ 合計2 A+B+C 21,534 22,039 △ 505

※貸室業務を職員から委託に切り替えたことによる人件費減・物件費増 合計１ A+B+C+D+E 22,245 22,638 △ 393

【収入】　　△７７０ ・施設使用料　　　 ＋２，６９４ 【施設使用料】
・減免換算額　 　　△３，４６４ 　 ①施設使用料 15,773 13,079 2,694

　　　　　　　※１６年１０月料金改定　　現行料金の２０％アップ 　 ②行政財産使用料 963 1,181 △ 218

（参考）利用率　　　　　　　14年度 ６２．２％ ③国・都補助金 0

19年度 ４８．４％ 　 ④雑入 1,552 2,323 △ 771

18,288 16,583 1,705

算定対象外収入額②+③+④ 2,515 3,504 △ 989

　 ⑥減免分収入換算額 5,217 8,681 △ 3,464

算定対象収入額①+⑥ 20,990 21,760 △ 770

減免件数
⑭1,887→⑲755件
減免以外
⑭2,645→⑲2,783件 ⑤収入額計（=決算額）

①+②+③+④

14年度19年度１９－１４ １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度
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④南池袋斎場

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 12,269 11,315 954 正規職員 0.7 0.5 0.2

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 13,776 15,322 △ 1,546 非常勤職員 2.0 2.0 0.0

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 13,120 14,592 △ 1,472 2.7 2.5 0.2

Ｂ２ 建物等賃借料 0 人件費計 A 12,269 11,315 954

Ｃ 補助費等 53 77 △ 24 正規職員 6,054 4,326 1,728

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 50 73 △ 23 非常勤職員 6,215 6,989 △ 774

Ｄ 維持補修費 718 730 △ 12 物件費計 B 13,776 15,322 △ 1,546

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 684 695 △ 11 賃金 0

Ｅ その他 235 △ 235 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 224 △ 224 需用費 2,506 2,719 △ 213

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 13,170 14,666 △ 1,495 光熱水費 2,290 2,450 △ 160

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 25,439 25,981 △ 541 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 26,123 26,900 △ 776 一般需用費 216 269 △ 53

【施設使用料】 役務費 424 452 △ 28

① 施設使用料 18,751 17,499 1,252 委託料 10,759 11,696 △ 937

② 行政財産使用料 14 6 8 受付・運転・清掃等 8,513 9,470 △ 957

③ 国・都補助金 0 保守委託 2,180 2,226 △ 46

④ 雑入 81 119 △ 38 その他 66 66

⑤ 減免分収入換算額 0 使用料及び賃借料 87 87 0

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 18,751 17,499 1,252 0

【乖離状況】 その他 87 87 0

0.70倍 0.84倍 備品購入費・その他 368 △ 368

1.36倍 1.48倍 補助費等 C 53 77 △ 24

1.39倍 1.54倍 報償費 48 64 △ 16

役務費（保険料） 5 13 △ 8

負担金補助 0

公課費 0

維持補修費 D 718 730 △ 12

需用費（建物修繕） 718 730 △ 12

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 0

原材料費 0

【乖離状況】　　１．４８倍(14年度）→１．３６倍（１９年度） 備品購入費 0

要因分析 その他 Ｅ 235 △ 235

【コスト】　　△５４１ ・人件費　　＋９５４ 計 B+C 13,829 15,399 △ 1,570

・物件費　　△１，４７２ 合計2 A+B+C 26,098 26,714 △ 616

物件費の主な減内容→ （業務委託料△652、清掃委託料△259） 合計１ A+B+C+D+E 26,816 27,679 △ 863

（備品購入△350）

【施設使用料】
【収入】　　＋１，２５２ ・施設使用料　　　 ＋１，２５２ 　 ①施設使用料 18,751 17,499 1,252

　　　　　　　※１６年１０月料金改定　　現行料金の２０％アップ 　 ②行政財産使用料 14 6 8

（参考）利用率　　　　　　　14年度 ６２．１％ ③国・都補助金 0

19年度 ５３．５％ 　 ④雑入 81 119 △ 38

18,846 17,624 1,222

算定対象外収入額②+③+④ 95 125 △ 30

　 ⑥減免分収入換算額 0 0 0

算定対象収入額①+⑥ 18,751 17,499 1,252

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４
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⑤男女平等推進センター

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 1,730 1,730 0 正規職員 0.2 0.2 0.0

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 4,341 5,376 △ 1,035 非常勤職員 0.0

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 4,134 5,120 △ 986 0.2 0.2 0.0

Ｂ２ 建物等賃借料 17,671 △ 17,671 人件費計 A 1,730 1,730 0

Ｃ 補助費等 4 183 △ 179 正規職員 1,730 1,730 0

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 4 174 △ 170 非常勤職員 0

Ｄ 維持補修費 129 △ 129 物件費計 B 4,341 23,047 △ 18,706

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 123 △ 123 賃金 2,662 2,707 △ 45

Ｅ その他 0 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 0 需用費 820 1,024 △ 204

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 4,138 5,294 △ 1,156 光熱水費 820 709 111

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 5,868 7,024 △ 1,156 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 5,868 7,147 △ 1,279 一般需用費 315 △ 315

【施設使用料】 役務費 0

① 施設使用料 866 1,210 △ 344 委託料 859 810 49

② 行政財産使用料 5 111 △ 106 受付・運転・清掃等 859 810 49

③ 国・都補助金 0 保守委託 0

④ 雑入 471 119 352 その他 0

⑤ 減免分収入換算額 2,298 2,249 49 使用料及び賃借料 0 18,449 △ 18,449

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 3,164 3,459 △ 295 17,671 △ 17,671

【乖離状況】 その他 778 △ 778

1.31倍 1.53倍 備品購入費・その他 57 △ 57

1.85倍 2.03倍 補助費等 C 4 183 △ 179

1.85倍 2.07倍 報償費 0

役務費（保険料） 4 183 △ 179

負担金補助 0

公課費 0

維持補修費 D 0 129 △ 129

需用費（建物修繕） 129 △ 129

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 0

原材料費 0

【乖離状況】　　２．０３倍(14年度）→１．８５倍（１９年度） 備品購入費 0

要因分析 その他 Ｅ 0

【コスト】　　△１，１５６ ・物件費　　△９８６ 計 B+C 4,345 23,230 △ 18,885

・補助費等　　△１７０（傷害保険料） 合計2 A+B+C 6,075 24,960 △ 18,885

物件費の主な減内容→ （空調使用料△750、消耗品等△300） 合計１ A+B+C+D+E 6,075 25,089 △ 19,014

※メトロポリタンプラザから１７年３月勤労福祉会館へ移転

【施設使用料】
【収入】　　△２９５ ・施設使用料　　　 △３４４ 　 ①施設使用料 866 1,210 △ 344

・減免換算額　　　＋４９ 　 ②行政財産使用料 5 111 △ 106

③国・都補助金 0

（参考）利用率　　　　　　　14年度 ４８．８％ （保育室含む） 　 ④雑入 471 471

19年度 ４７．８％ 1,342 1,321 21

算定対象外収入額②+③+④ 476 111 365

　 ⑥減免分収入換算額 2,298 2,249 49

算定対象収入額①+⑥ 3,164 3,459 △ 295

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４
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⑥区民集会室 ※上池袋コミュニティセンター含む

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 29,488 53,364 △ 23,876 正規職員 3.41 5.69 △ 2.28

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 76,218 106,691 △ 30,473 非常勤職員 6.69 △ 6.69

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 72,589 101,610 △ 29,022 3.41 12.38 △ 8.97

Ｂ２ 建物等賃借料 70,291 66,984 3,307 人件費計 A 29,488 53,364 △ 23,876

Ｃ 補助費等 110 3,468 △ 3,358 正規職員 29,488 45,019 △ 15,531

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 105 3,303 △ 3,198 非常勤職員 8,345 △ 8,345

Ｄ 維持補修費 4,402 10,103 △ 5,701 物件費計 B 146,509 173,675 △ 27,166

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 4,192 9,622 △ 5,430 賃金 5,473 △ 5,473

Ｅ その他 3,493 3,493 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 3,327 3,327 需用費 9,609 27,963 △ 18,354

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 72,693 104,913 △ 32,220 光熱水費 8,621 24,944 △ 16,323

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 102,181 158,277 △ 56,096 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 109,700 167,899 △ 58,199 一般需用費 988 3,019 △ 2,031

【施設使用料】 役務費 828 1,486 △ 658

① 施設使用料 19,643 19,306 337 委託料 65,745 70,024 △ 4,279

② 行政財産使用料 80 231 △ 151 受付・運転・清掃等 37,075 51,548 △ 14,473

③ 国・都補助金 0 保守委託 28,419 16,722 11,697

④ 雑入 38,529 35,914 2,615 その他 251 1,754 △ 1,503

⑤ 減免分収入換算額 3,333 3,641 △ 308 使用料及び賃借料 70,291 68,574 1,717

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 22,976 22,947 29 70,291 66,984 3,307

【乖離状況】 その他 1,590 △ 1,590

3.16倍 4.57倍 備品購入費・その他 36 155 △ 119

4.45倍 6.90倍 補助費等 C 110 3,468 △ 3,358

4.77倍 7.32倍 報償費 1,757 △ 1,757

役務費（保険料） 110 285 △ 175

負担金補助 1,426 △ 1,426

公課費 0

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 維持補修費 D 4,402 10,103 △ 5,701

需用費（建物修繕） 3,257 2,974 283

【乖離状況】　　６．９０倍(14年度）→４．４５倍（１９年度） 工事請負費 1,145 7,129 △ 5,984

※施設数　３８施設（１４年度）→３４施設（１９年度）　△４施設 原材料費 0

要因分析 備品購入費 0

【コスト】　　△５６，０９６ ・人件費　　　　　△２３，８７６ その他 Ｅ 3,493 3,493

・物件費　　　　　△２９，０２２ 計 B+C 146,619 177,143 △ 30,524

・補助費等　　　 △３，１９８ 合計2 A+B+C 176,107 230,507 △ 54,400

物件費の主な減内容→ （光熱水費△１５，５４６） 合計１ A+B+C+D+E 184,002 240,610 △ 56,608

（賃金△５，２１２、委託料△４，０７５）

※当該施設部分のみの算定が困難な経費については、前回は面積按分 【施設使用料】
　 により算出していたが、今回は明確に当該施設の経費として算出できな 　 ①施設使用料 19,643 19,306 337

　 い経費は、コストとして算定しないこととした。 　 ②行政財産使用料 80 231 △ 151

【収入】　　＋２９ ・施設使用料　　　  ＋３３７ ③国・都補助金 0

・減免換算額　　　　△３０８ 　 ④雑入 38,529 35,914 2,615

※１６年１０月料金改定　　現行料金の２０％アップ 58,252 55,451 2,801

（参考）利用率　　　　　　　14年度 ３７．０％ 算定対象外収入額②+③+④ 38,609 36,145 2,464

19年度 ４１．１％ 　 ⑥減免分収入換算額 3,333 3,641 △ 308

算定対象収入額①+⑥ 22,976 22,947 29

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４
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⑦（目的外）開放施設

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 34,335 34,406 △ 71 正規職員 3.97 3.19 0.8

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 12,491 29,179 △ 16,688 非常勤職員 2.00 △ 2.00

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 11,896 27,790 △ 15,893 3.97 5.19 △ 1.22

Ｂ２ 建物等賃借料 1,096 △ 1,096 人件費計 A 34,335 34,406 △ 71

Ｃ 補助費等 1,174 1,212 △ 38 正規職員 34,335 27,628 6,707

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 1,118 1,154 △ 36 非常勤職員 6,778 △ 6,778

Ｄ 維持補修費 566 4,326 △ 3,760 物件費計 B 12,491 30,275 △ 17,784

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 539 4,120 △ 3,581 賃金 2,937 4,709 △ 1,772

Ｅ その他 230 △ 230 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 219 △ 219 需用費 784 8,710 △ 7,926

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 13,014 28,944 △ 15,930 光熱水費 421 7,645 △ 7,224

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 47,349 63,350 △ 16,001 食糧費 0

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 47,888 67,689 △ 19,801 一般需用費 363 1,065 △ 702

【施設使用料】 役務費 59 513 △ 454

① 施設使用料 6,647 6,909 △ 262 委託料 8,711 14,482 △ 5,771

② 行政財産使用料 17,855 77 17,778 受付・運転・清掃等 8,250 9,930 △ 1,680

③ 国・都補助金 0 保守委託 441 3,641 △ 3,200

④ 雑入 825 123 702 その他 20 911 △ 891

⑤ 減免分収入換算額 3,980 2,070 1,910 使用料及び賃借料 0 1,238 △ 1,238

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 10,627 8,979 1,648 1,096 △ 1,096

【乖離状況】 その他 142 △ 142

1.22倍 3.22倍 備品購入費・その他 623 △ 623

4.46倍 7.06倍 補助費等 C 1,174 1,212 △ 38

4.51倍 7.54倍 報償費 1,172 1,075 97

役務費（保険料） 2 137 △ 135

負担金補助 0

公課費 0

維持補修費 D 566 4,326 △ 3,760

需用費（建物修繕） 566 1,063 △ 497

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 3,263 △ 3,263

原材料費 0

【乖離状況】　　７．０６倍(14年度）→４．４６倍（１９年度） 備品購入費 0

要因分析 その他 Ｅ 230 △ 230

【コスト】　　△１６，００１ ・物件費　　　　　△１５，８９３ 計 B+C 13,665 31,487 △ 17,822

物件費の主な減内容→ （光熱水費△6,880、委託料△5,496） 合計2 A+B+C 48,000 65,893 △ 17,893

（賃金△1,688） 合計１ A+B+C+D+E 48,566 70,449 △ 21,883

※当該施設部分のみの算定が困難な経費については、前回は面積按分

　 により算出していたが、今回は明確に当該施設の経費として算出できな 【施設使用料】
　 い経費は、コストとして算定しないこととした。 　 ①施設使用料 6,647 6,909 △ 262

　 ②行政財産使用料 17,855 77 17,778

【収入】　　＋１，６４８ ・施設使用料　　　  △２６２ ③国・都補助金 0

・減免換算額　　　　＋１，９１０ 　 ④雑入 825 123 702

（参考）利用率　　　　　　　14年度 ２９．８％ 25,327 7,109 18,218

19年度 ３２．７％ 算定対象外収入額②+③+④ 18,680 200 18,480

　 ⑥減免分収入換算額 3,980 2,070 1,910

算定対象収入額①+⑥ 10,627 8,979 1,648

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４
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⑧（目的外）学校開放施設

【施設コスト】 【施設コスト】

Ａ 人件費計 22,518 6,633 15,885 正規職員 1.50 1.5

Ｂ１ 物件費計　（Ｂ２除く） 30,855 37,001 △ 6,146 非常勤職員 3.00 2.00 1.0

Ｂ１’ 物件費計（消費税控除後） 29,386 35,239 △ 5,853 4.50 2.00 2.5

Ｂ２ 建物等賃借料 0 人件費計 A 22,518 6,633 15,885

Ｃ 補助費等 15,686 △ 15,686 正規職員 12,972 12,972

Ｃ’ 補助費等（消費税控除後） 0 14,939 △ 14,939 非常勤職員 9,546 6,633 2,913

Ｄ 維持補修費 100 100 物件費計 B 30,855 37,003 △ 6,148

Ｄ’ 維持補修費（消費税控除後） 95 95 賃金 28,691 33,854 △ 5,163

Ｅ その他 0 旅費 0

Ｅ’ その他（消費税控除後） 0 需用費 1,936 2,600 △ 664

Ｆ コスト１（Ｂ１’+Ｃ’） 29,386 50,178 △ 20,792 光熱水費 0

Ｇ コスト２（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’） 51,904 56,811 △ 4,907 食糧費 24 △ 24

Ｈ コスト３（Ａ+Ｂ１’+Ｃ’+Ｄ’+Ｅ’） 51,999 56,811 △ 4,812 一般需用費 1,936 2,576 △ 640

【施設使用料】 役務費 80 △ 80

① 施設使用料 7,068 7,492 △ 424 委託料 0 145 △ 145

② 行政財産使用料 80 80 受付・運転・清掃等 0

③ 国・都補助金 0 保守委託 145 △ 145

④ 雑入 0 その他 0

⑤ 減免分収入換算額 49,576 23,367 26,209 使用料及び賃借料 0 125 △ 125

⑥ 算定対象収入額（①+⑤） 56,644 30,859 25,785 0

【乖離状況】 その他 125 △ 125

0.52倍 1.63倍 備品購入費・その他 228 199 29

0.92倍 1.84倍 補助費等 C 0 15,687 △ 15,687

0.92倍 1.84倍 報償費 12,383 △ 12,383

役務費（保険料） 1,516 △ 1,516

負担金補助 1,788 △ 1,788

公課費 0

維持補修費 D 100 0 100

需用費（建物修繕） 100 100

◇前回調査（14年度決算）との増減分析 工事請負費 0

原材料費 0

【乖離状況】　　１．８４倍(14年度）→０．９２倍（１９年度） 備品購入費 0

要因分析 その他 Ｅ 0

【コスト】　　△４，９０７ ・人件費　　　　　△１５，８８５ 計 B+C 30,855 52,690 △ 21,835

・物件費　　　　　△５，８５３ 合計2 A+B+C 53,373 59,323 △ 5,950

・補助費等　　　 △１４，９３９ 合計１ A+B+C+D+E 53,473 59,323 △ 5,850

物件費の主な減内容→ （賃金△4,917、需用費△610））

※補助費等における減は、学校開放協力員への報償であり、児童・生徒 【施設使用料】
   に対する個人開放が主であり、19年度は対象外とした。 　 ①施設使用料 7,068 7,492 △ 424

　 ②行政財産使用料 0

【収入】　　＋２５，７８５ ・施設使用料　　　  △４２４ ③国・都補助金 0

・減免換算額　　　　＋２６，２０９ 　 ④雑入 0

7,068 7,492 △ 424

算定対象外収入額②+③+④ 0 0 0

　 ⑥減免分収入換算額 49,576 23,367 26,209

算定対象収入額①+⑥ 56,644 30,859 25,785

19年度

算定
職員数

計

土地･建物
（共益費・敷金含）

14年度 １９－１４

コスト１／収入額（Ｆ／⑥）

コスト２／収入額（Ｇ／⑥）

コスト３／収入額（Ｈ／⑥）

⑤収入額計（=決算額）
①+②+③+④

14年度19年度 １９－１４
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◆20年度施設使用料ＰＴにおける検討経過

月日 ＰＴ会議 主な検討内容

平成20年5月30日 第１回ＰＴ １．前回（16年10月）改定内容とそれ以降の経過について

２．20年度施設使用料適正化ＰＴの検討課題について

３．施設使用料に関する調査の実施について

４．20年度施設使用料適正化ＰＴのスケジュールについて

５．会議の非公開について

平成20年7月31日 第２回ＰＴ １．前回改定時（16年10月）の議会の反応について

２．施設使用料調査の結果について（19年度決算）

３．所管課検討事項の中間報告

　（１）指定管理者導入施設

　（２）学童クラブ利用料

　（３）幼稚園保育料

　（４）区民ひろばの集会室

平成20年11月17日 第３回ＰＴ １．直営施設及び指定管理者施設における改定の要否について

  （１）指定管理者導入施設課題検討チーム報告

　（２）直営施設及び指定管理者導入施設の改定の要否

２．学童クラブ利用料の検討結果報告と改定の要否

３．幼稚園保育料の検討結果報告と改定の要否

４．区民ひろばの集会室について

施設使用料プロジェクトチーム　検討経過
資 料 ３
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               ２０年度　施設使用料適正化プロジェクトチーム名簿

氏　　名 所管施設

ﾘｰﾀﾞｰ 1 政策経営部長 横田　　勇

ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ 2 財政課長 吉末　昌弘

ﾒﾝﾊﾞｰ 3 企画課長 斎藤　雅人

ﾒﾝﾊﾞｰ 4 行政経営課長 石橋　秀男

ﾒﾝﾊﾞｰ 5 総務課長 東澤  　昭 区役所構内駐車場

ﾒﾝﾊﾞｰ 6 男女平等推進センター所長 八巻　規子 男女平等推進センター

ﾒﾝﾊﾞｰ 7 施設計画課長 橋爪　　力

ﾒﾝﾊﾞｰ 8 区民活動推進課長 齊藤　忠晴 南池袋斎場

ﾒﾝﾊﾞｰ 9 地域区民ひろば課長 神田　光一 区民集会室、目的外使用施設

ﾒﾝﾊﾞｰ 10 生活産業課長 高橋　葉夏 勤労福祉会館、生活産業プラザ

ﾒﾝﾊﾞｰ 11 学習・スポーツ課長 石井　雄三
体育施設、地域文化創造館（南大塚
ホール含）

ﾒﾝﾊﾞｰ 12 文化観光課長 栗原　　章
区民センター、公会堂、区民集会
室、目的外使用施設

ﾒﾝﾊﾞｰ 13 文化デザイン課長 上野　仁志 あうるすぽっと、熊谷守一美術館

ﾒﾝﾊﾞｰ 14 子ども課長 川地　雅文
学童クラブ、区民集会室、目的外使
用施設

ﾒﾝﾊﾞｰ 15 交通安全課長 原島　克典 自転車駐車場

ﾒﾝﾊﾞｰ 16 公園緑地課長 石井　　昇 目白庭園

ﾒﾝﾊﾞｰ 17 教育総務課長 山根　　斎
幼稚園
目的外使用施設（学校開放施設）

所　　　属

資 料 ４
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資 料１ 
 
 

《２０年度施設使用料適正化ＰＴ》  

 
指定管理者導入施設課題検討チーム 

検討結果報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20年 11月 17日 
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１ 指定管理者導入施設の使用料改定について 

 
（１）基本的な考え方      
・ 指定管理者の導入は、区が公の施設を運営するための手段であり、直接的には区民と

無関係である。 
・ 指定管理者を導入するか否かは、政策的判断によるもので流動的である。 

 
 
 
指定管理者が導入されているか否かに関わらず、公の施設については共通の方法で使

用料を改定することが望ましい。 
 
① 改定時期 施設ごとの指定期間に関わらず、直営施設と同じサイクルで見直しを   

行う。 
② 算定方法 施設ごとの事業報告・収支報告等を基に、直営施設と同様に算定する。 
③ 改 定 率 施設ごとではなく、従来のグループ別の改定率を維持する。  

           
 
（２）共通の方法で改定する場合の問題点     
    

a 指定管理者の事業計画は、現行使用料を前提としている。そのため、指定期間中に利
用料金の上限としての使用料が改定されると、事業計画の内容である使用料収入に影

響する。その場合には使用料収入の増減分を考慮して指定管理料を変更しなくてはな

らないが、収入がどう増減するかは算定が困難である（増額改定された場合は利用者

数が減少、減額改定された場合は利用者数が増加すると考えられるが、その数は予測

困難）。      
 
【提案】 

   使用料を増額改定した場合、指定期間中においては利用料金を据え置く（利用料

金は、条例の使用料の範囲で区長の承認を得て定めることとされている）。 
使用料減額となった場合は、利用料金が上限（＝使用料）に設定されている現状

においては、利用料金も減額となり利用料金収入は減少すると考えられるので、年

度協定において減少分を見込んで指定管理料を増額する。この算定は、利用者の増

加による収入増をも考慮しなければならないので困難ではあるが、使用料減額とな

るケースは限定されると思われるので、十分に余裕を持って年度協定の交渉を行え

ばトラブルは生じないと考えられる。 
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b  指定管理者の各年度の収支計画は、コストを平均化しているわけではない。指定期 
間の総コストから採算を計算している場合がある。 
 

   【提案】 
    利用料金が減額された時点から将来に渡っての「得べかりし利益」を補償（指定

管理料の増額）すれば、指定期間全体に渡っての収支計画に影響はないと考えられ

る。 
 
 

c  指定管理者が努力により経費節減に成功した場合に使用料を下げることになり、指 
定管理者の経営意欲に悪い影響を与える。 
 

  【提案】 
  減収分については指定管理料の増額を行うので指定管理者に不測の損害を与える

ものではない。 
           

    
d  指定管理者導入の自転車駐車場と直営の駐車場の均衡をどのように図るか  
 
  【提案】 
   同種施設については、従来の算定方法と同じく施設全体のコストと収入で改定率を

決定する。また、駅からの距離などにより政策的に使用料に差を設けるべきことは、

導入施設と直営施設で違いはない。 
 
 

e  指定管理者施設のコスト、収入に係る情報は直営施設の場合と同様に把握できるか 
その他算定についての問題点はないか 

 
  【提案】 
   指定管理者から提出される事業報告・収支報告だけでは、直営施設と同様の情報を

把握することは難しい。事業報告・収支報告の様式や内容をある程度統一する必要が

ある。  
 
 
 



直営 指定管理者による管理代行

施設コストと使用料等収入との乖離
を調査し、それに基づき現行使用料
を修正する。

同左

人件費
 　　区職員の平均給与額
　　　　　　　　×
 施設維持管理業務従事職員数

【問題点】
・基準にすべき給与額の設定
・施設維持管理業務従事職員数

算定では指定管理者の19年度事業報
告の人件費実績をもとにした。

物件費 算入（土地建物賃借料、設備リース
料は除く。）

算入（土地建物賃借料、設備リース
料は除く。）

補助費等 算入 算入

維持補修費 除外 除外

消費税 控除（人件費は対象外） 控除（人件費は対象外）

自主事業に係る
コストの扱い

自主事業収入を除外することとの関
係で、自主事業に係る費用を除外し
た。
算定では全施設コストについて一定
比率で自主事業にかかるコストを除
外した。

減免分の扱い 減免対象となった収入額を換算し算
定する。

減免対象となった収入額を換算し算
定する。ただし、減免の内訳が不明
な施設がある。
算定では、一般利用者の利用内訳を
参考に減免数を按分した。

自販機その他物
販の収入 除外 除外

指定管理者の収支報告は統一基準で
作成されていないため、収支項目の
分類が区とは異なり、かつ指定管理
者ごとにまちまちである。

２ 使用料改定についての比較表

施
設
コ
ス
ト

公の施設

運営方法

使用料の
改定方法

その他の問題点

算
定
要
素

使
用
料
収
入
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№ 主管課 施設名 所在地 指定管理者名 指定期間 備考

1 生活産業 勤労福祉会館
豊島区
西池袋２－３７－４

財団法人
としま未来文化財団

平成２０年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

2
舞台芸術交流センター
(あうるすぽっと）

豊島区東池袋４－５－２
ライズアリーナビル
２階・３階

財団法人
としま未来文化財団

平成１９年　４月　１日から
平成２３年　３月３１日まで

3 熊谷守一美術館 豊島区千早２－２７－６ 株式会社　榧
平成１９年１１月　１日から
平成２５年　３月３１日まで

4 豊島区民センター
豊島区
東池袋１－２０－１０

5 豊島公会堂
豊島区
東池袋１－１９－１

6 駒込地域文化創造館
豊島区
駒込２－２－２

7 巣鴨地域文化創造館
豊島区
巣鴨４－１５－１１

8 南大塚地域文化創造館
豊島区
南大塚２－３６－１

9 雑司が谷地域文化創造館
豊島区
雑司が谷３－１－７

10 千早地域文化創造館
豊島区
千早２－３５－１２

11 巣鴨体育館
豊島区
巣鴨３－８－７

NAS・ｸﾘﾀｽ共同事業体
平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

12 雑司が谷体育館
豊島区
雑司が谷３－１－７

株式会社
コナミスポーツ＆ライフ

平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

13 三芳グランド
埼玉県入間郡三芳町
上富３８２－１

日本テニス事業協会
共同事業体

平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

14 池袋スポーツセンター
豊島区
上池袋２－５－１

15 西池袋温水プール
豊島区
西池袋４－７－５

２２年度廃止

16 豊島体育館
豊島区
要町３－４７－８

豊島区体育協会グルー
プ

平成１８年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

17 西巣鴨体育場
豊島区
西巣鴨４－２２－１９

18 総合体育場
豊島区
東池袋４－４１－３０

19 巣鴨駅北自転車駐車場
豊島区
巣鴨２－７－１１

20 巣鴨駅南自転車駐車場
豊島区
巣鴨１－１３－８

21 巣鴨駅第三自転車駐車場
豊島区
巣鴨２－９

22 公園緑地 目白庭園
豊島区
目白３－２０－１８

西武グループ
環境パートナーズ

平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

文化デザイン

文化観光

学習・
スポーツ

日本テニス事業協会
共同企業体

株式会社
ピーウォッシュ

平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

交通安全

平成１８年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

日本ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾀﾞｲﾅﾐｸｽ
株式会社

平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

３ 利用料金制を採用する指定管理者導入施設一覧（平成２０年度）

19年度開設（指
定）のため調査対
象から除外

財団法人
としま未来文化財団

平成１７年　４月　１日から
平成２２年　３月３１日まで

財団法人
としま未来文化財団

平成２０年　４月　１日から
平成２３年　３月３１日まで
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区民センター
公会堂 勤労福祉会館 地域文化創造館 巣鴨体育館 雑司が谷体育館 三芳グランド

池袋ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
西池袋温水ﾌﾟｰﾙ 豊島体育館

総合体育場
西巣鴨体育場

巣鴨駅北・南・第
三自転車駐車場

目白庭園
（赤鳥庵）

a 人件費 37,056,015 40,927,217 134,708,321 39,529,068 32,845,050 17,066,928 110,253,558 18,039,005 23,644,507 0 6,586,219

b 物件費 120,469,810 66,734,750 94,732,087 23,741,990 52,433,882 12,035,519 121,681,527 23,806,741 22,093,951 35,032,775 11,049,063

c 賃借料 493,920 1,175,098 604,998 1,937,331 3,899,655 18,952,975 3,262,610 1,633,267 620,495

d 補助費 91,832 108,000 106,887 147,739 0 645,890 54,176 424,368 592,179 10,459 107,343

e 維持補修費 3,452,360 3,511,330 3,343,130 8,388,480 7,740,800 3,452,369 233,740 1,344,389

157,617,657 107,769,967 229,547,295 63,418,797 85,278,932 29,748,337 231,989,261 42,270,114 46,330,637 35,043,234 17,742,625

1.00 0.99 0.93 0.69 0.89 0.92 0.94 0.86 0.83 1.00 0.87

157,617,657 106,692,267 213,478,984 43,758,970 75,898,249 27,368,470 218,069,905 36,352,298 38,454,429 35,043,234 15,436,084

112,855,330 43,696,395 61,832,195 29,650,870 25,977,951 12,250,425 116,152,045 16,332,340 24,821,010 43,421,050 4,285,200

21,252,900 2,974,000 3,918,570 1,555,073 1,612,275 668,725 18,299,100 1,806,090 10,485,346 1,285,483 0

134,108,230 46,670,395 65,750,765 31,205,943 27,590,226 12,919,150 134,451,145 18,138,430 35,306,356 44,706,533 4,285,200

1.18 2.29 3.25 1.40 2.75 2.12 1.62 2.00 1.09 0.78 3.60

1.21 1.52 (青年館含) 3.24 1.79 2.69 4.56 1.28 2.84 2.19 (全駐車場)  1.06 3.87

0.78 3.60

○

○ 人件費については、純粋に維持管理にかかるもの以外に本部職員人件費が含まれているものがある。

○ 賃借料及び維持補修費は公的負担部分として施設コストへ算入しない。

○ 自主事業比率 ＝ 自主事業参加者数 / 施設利用者総数

４ 施設コストと施設使用料との乖離状況（指定管理者導入施設19年度実績）

単位：円

施設名

a+b+d

１－自主事業比率

施設コスト

使用料等

減免分収入換算額

収入

乖離率
（施設コスト/収入）

前回乖離率

施設種類別乖離率 1.93 1.69

舞台芸術交流センター、熊谷守一美術館は19年度開設のため、調査対象施設から除外した。
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乖離状況についての補足説明 
 
 
（１）集会施設（区民センター、公会堂、勤労福祉会館、地域文化創造館） 

   勤労福祉会館、地域文化創造館については、乖離率がそれぞれ 2.29、3.25 とか

なり大きくなっている。 

しかし、これらの施設を管理する指定管理者の計上する人件費には本部職員分が

含まれており、純粋に施設の維持管理に費やされている人件費が不明である。 

 

 

（２）体育施設 

   雑司が谷体育館、池袋スポーツセンター及び西池袋温水プールの乖離率はそれぞ

れ 2.75、1.62 で、前回改定時の 2.69、1.28 を上回る状況となっている。これは、

人件費の算定が不正確（純粋に施設の維持管理に要する人件費を調査することが困

難であり、計上された人件費の中に施設の維持管理に直接係わらない部分が含まれ

ていると思われる）であることと、池袋スポーツセンター・西池袋温水プールにつ

いては使用料等の収入が前回調査時より減少していることが影響していると考え

られる。 

   しかし、体育施設全体で見ると、前回の乖離率 1.81 に対し 1.69 とある程度の改

善が見られ、人件費の算定が不正確であることも併せれば、実際にはさらに乖離率

は縮小していると思われる。 

 

 

（３）自転車駐車場 

   乖離率は 0.78 であるが、自転車駐車場の使用料は直営施設と同一基準で改定を

検討すべきである。 

 

 

（４）目白庭園 

   乖離率は 3.60 と大きいが、赤鳥庵と庭園部分の維持管理経費が分離できないこ

とによるものと考えられる。 

 

 

 

 

 



  37

学童クラブ利用料について（検討報告） 
平 成 2 0 年 1 1 月 

子ども家庭部子ども課 

 

１．検討結果の概要 

  学童クラブ利用料については、現行の月額 3,000 円を継続する。 

（理由） 

○ 児童館から子どもスキップへの移行過程での利用料改定は保護者の理解を得難く、子ど

もスキップへの円滑な移行を推進する上でも支障が生じる懸念は否定できない。 

○ 学童クラブを運営するための経費は、非常勤職員の活用や施設形態の変化などにより、

有料化を開始した当時よりそのコストは大きく減少している。引き続き応分の負担が必要

な状況に変わりはないが、改定に向けての材料としては消極的な要素といえる。 

○ これらを含めた諸状況を総合的に勘案すると、現段階においては現行の月額 3,000 円を

継続することが適当と考える。 

 

２．学童クラブの現況 

（１） 学童クラブ数・利用児童数 

○ 現在、学童クラブ事業は、児童館学童クラブ、子どもスキップ学童クラブ及び児童育

成室の三つの形態で運営されている。公共施設の再構築の一環として児童館の廃止と子

どもスキップへの移行を進めるなか、平成 20 年度の学童クラブ数は児童館 8、子どもス

キップ 14、児童育成室 1の合計 23 クラブとなっている。 

○ 学童クラブの利用児童数は 19 年度で延べ 212,825 人であった。登録児童数は 20 年 4

月 1日現在で 1,126 人、１学童クラブ当たり平均は 49 人である。区立小学校 1年生から

3年生の 31％が登録してことになる。 

○ なお、区内では民間の学童クラブ事業は実施されていない。 

 

（各年度4月1日現在、単位:所)

学童クラブ
12年度
(2000)

13年度
(2001)

14年度
(2002)

15年度
(2003)

16年度
(2004)

17年度
(2005)

18年度
(2006)

19年度
(2007)

20年度
(2008)

児童館 24 24 22 22 21 17 13 10 8

児童育成室 3 3 3 3 3 3 2 1 1

子どもスキップ - - - - 1 4 9 12 14

合　計 27 27 25 25 25 24 24 23 23  

 

（登録児童数は各年度4月1日現在、単位:人)

12年度
(2000)

13年度
(2001)

14年度
(2002)

15年度
(2003)

16年度
(2004)

17年度
(2005)

18年度
(2006)

19年度
(2007)

20年度
(2008)

延べ利用児童数 182,444 185,564 189,837 210,567 200,048 194,757 202,478 212,825 -

登録児童数 1,001 1,001 991 1,079 1,049 1,057 1,088 1,149 1,126

1ｸﾗﾌﾞ平均 37 37 40 43 42 44 45 50 49  

◆学童クラブ数の推移 

◆学童クラブ利用児童数・登録児童数の推移

資 料 ２
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（２） 学童クラブ管理運営経費 

○ 学童クラブ管理運営経費は、職員関係経費を含め平成 19 年度決算ベースで年間

329,219 千円と算出した。23 学童クラブの平均は 14,314 千円、児童１人当たりに換算す

ると年額 287 千円、月額で 24 千円となる。 

○ 施設形態別の状況でみると、子どもスキップは 142,982 千円で平均 11,915 千円、児童

館は 171,162 千円で平均 17,116 千円、児童育成室は 15,075 千円となる。 

（単位:千円)

構成比
133,093 156,749 14,031 303,873 92.3%

常勤 44,088 72,645 8,350 125,083 38.0%

非常勤 59,575 62,069 3,101 124,745 37.9%

臨時 29,430 22,035 2,580 54,045 16.4%

1,384 1,090 147 2,621 0.8%

8,505 13,323 897 22,725 6.9%

142,982 171,162 15,075 329,219 100.0%

12所 10所 1所 23所 -

568人 533人 48人 1,149人 -

11,915 17,116 15,075 14,314 -

252 321 314 287 -

21 27 26 24

16,266 15,558 1,651 33,475 -

126,716 155,604 13,424 295,744 -

223 292 280 257 -
　※｢登録児童数｣及び｢学童クラブ数｣は平成19年4月1日現在の数値。

　※学童クラブ管理運営経費は、各施設の運営費決算額及び人件費(想定額)を利用者数等をもとに按分し算出した。

1人当たり平均(月額)

児童館 児童育成室 合計

事業費

人件費

1人当たり平均(年額)

学童ｸﾗﾌﾞ利用料充当額

充当額差引後

子ども
スキップ

維持管理費

合　計

学童クラブ数

1クラブ当たり平均経費

登録児童数

1人当たり平均(年額)

 

 

（３） 学童クラブ利用料収入 

○ 平成 19 年度の利用料収入額は 33,475 千円で、うち現年度分は 33,156 千円であった。 

○ 減額及び免除の状況をみると、318 人に対し 6,742 千円の減免を行っている。 

（単位:件、千円)

調定 収入済 不納欠損 収入未済 調定 収入済 不納欠損 収入未済 収入歩合
現年度 11,725 11,675 0 50 33,270 33,156 0 114 99.7%
過年度 304 116 28 160 764 319 68 377 41.8%
合　計 12,029 11,791 28 210 34,034 33,475 68 491 98.4%

件数 収入額

生活
保護

非課税 計
均等割
課税

就学
援助

2人以
上入所

計 免除
5割
減額

計

人数 318 12 114 126 11 121 60 192 - - -
延べ人数 3,237 135 1,189 1,324 129 1,229 555 1,913 3,972 2,770 6,742

減免
合計

免除 ５割減額 免除･減額金額(千円)

 
 

（４） 運営費に占める利用料の割合 

 ○ 平成 19 年度決算ベースでの運営費に占める利用料割合は決算額で 10.17％、決算額か

ら諸条件を加減した後の換算額では 12.51％となっている。 

 

（単位:千円) （単位:千円)

運営費 利用料収入 負担割合
運営費換算額

(保険料納付金分を控除)
利用料収入換算額

(現年度調定額+減免額)
負担割合

329,219 33,475 10.17% 319,943 40,012 12.51%  

◆学童クラブ管理運営経費（19 年度決算ベース） 

◆学童クラブ利用料の収入状況 

◆運営費に占める利用料割合の状況（19 年度決算ベース） 

◆学童クラブ利用料の減免状況 
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３．学童クラブ利用料に係る検討内容 

（１） 徴収開始・利用料設定の経緯の整理 

○ 学童クラブ利用料は平成 12 年度から徴収を開始した。学童クラブ事業という性格を踏

まえ、保護者に一定の受益者負担を求めることとしたものであり、背景には、平成 10 年

の児童福祉法の改正により学童クラブが「放課後児童健全育成事業」として法定化され、

必要経費の一部を保護者から徴収することができるとの国や都の考え方が示されたこと、

また、当時の厳しい財政状況への対応(｢行財政改革計画｣に位置付け)という側面があった。 

なお、徴収開始に際しては、当該事業を条例に位置付けるとともに、入会条件の明確化

や全学童クラブの利用時間を午後 6時までに延長するなど、保護者のニーズに沿った運営

面での改善も行った。 

 ○ 条例では「月額 4,000 円を超えない範囲で区長が定める」、規則で「月額 3,000 円」と

規定した。条例の規定額は、当時の学童クラブ運営経費や国基準による保護者負担額想定

(月額 4,789 円)などを参考とし、規則の額は条例審議における常任委員会での意見等を踏

まえながら決定したと推察される。なお、学童クラブ利用料は 12 年度に設定した当初の

月額 3,000 円から現在まで改定は行っていない。 

 

（２） 平成 19 年度と平成 9 年度との状況比較 

 ○ 学童クラブの運営等に関する諸状況について、平成 19 年度と 9 年度（徴収検討時のデ

ータ）の年度間比較を行った。 

○ 10 ヵ年が経過する中、非常勤職員の積極的な活用や施設形態の過半が児童館内から小

学校内に移行したことなどにより、管理運営に要するコストは大きく減少しており、運営

経費に占める利用料の割合も高まっている。 

 

（単位:千円)

構成比 構成比

303,873 92.3% 473,561 89.0% △ 169,688

常勤 125,083 38.0% 435,296 81.8% △ 310,213

非常勤 124,745 37.9% 24,173 4.5% 100,572

臨時 54,045 16.4% 14,092 2.6% 39,953

25,346 7.7% 58,516 11.0% △ 33,170

329,219 100.0% 532,077 100.0% △ 202,858

23所 - 27所 - △ 4所

1,149人 - 944人 - 205

14,314 - 19,707 - △ 5,393

287 - 564 - △ 277

24 - 47 - △ 23

12.51% - 7.00% - 5.51ﾎﾟｲﾝﾄ

　※｢登録児童数｣の19年度は4月1日現在、9年度は10年度の平均在籍児童数で代用。

　※9年度の｢運営費に占める利用料の割合｣は月額3,000円程度とした場合の推計値。

1人当たり平均(月額)

1人当たり平均(年額)

19年度
(2007)

9年度
(1997)

差異

運営費に占める
利用料の割合

事業費(維持管理等)

人件費

管理運営費合計

学童クラブ数

1クラブ当たり平均経費

登録児童数

 

◆学童クラブ運営等に関する 19 年度と 9年度の状況 
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（３） 23 区学童クラブ利用料の比較 

○ 23 区の学童クラブ利用料の設定状況をみると、平成 19 年 5 月 1 日現在で無料が 4 区、

有料が 19 区であった。 

○ 有料化している 19 区の金額は、月額 550 円から 6,000 円までの範囲に設定されており

最も多いのは 4,000 円で 7区、豊島区は 3番目に低い額に設定されている。 

○ 23区平均額(無料を含む)は3,363円、有料としている19区の平均額は4,071円である。 

○ なお、本区の子どもスキップと同様に小学生の放課後対策事業の中で学童クラブ事業を

展開する区は、比較的低額の利用料設定となっている。 

 

◆23 区学童クラブ利用料の状況 

区 分 区 名 

無料 中央区、港区、世田谷区、渋谷区 

550 円 品川区 

2,000 円 千代田区 

3,000 円 杉並区、豊島区 

4,000 円 文京区、台東区、江東区、目黒区、大田区、荒川区、江戸川区 

4,400 円 中野区、板橋区 

4,500 円 墨田区 

5,000 円 北区、葛飾区 

5,500 円 練馬区 

6,000 円 新宿区、足立区 

23 区平均 3,363 円 

有料 19 区平均 4,071 円 

※資料：「学童クラブ区市町村別事業実施状況(平成 19 年 5 月 1日現在)・東京都」 

※一部上限額で示されているものもある。 

 

（４） 学童クラブ事業の性格と受益者負担の妥当性 

児童館から子どもスキップへの移行を進めるなか、学童クラブ利用料のあり方について有

料としていることも含めた課題の提起が一部にある。このため、本区が実施する学童クラブ

事業と受益者負担について考え方の再整理を行った。 

① 子どもスキップ展開に伴う学童クラブ利用保護者の状況 

○ 区は児童館から子どもスキップへの移行にあたり、学童クラブの機能については維

持・継続するとして保護者へ説明し、理解を得てきた。その中で、保護者への説明時に

おける反応やスキップ移行後の利用に関して、主に次のような状況が見受けられる。 

○ まず、子どもスキップ学童クラブでは、年間を通じてクラブ固定の専任職員は配置せ

ず、職員全員のローテーションによる担当制をとっている。児童館学童クラブが固定制

であるため、スキップ導入前にはこれまでどおりの運営（サービス）が維持されるのか

を不安視する声が少なからずあった。 
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○ また、子どもスキップの特色として、登校前に子どもと保護者で帰宅時間の約束があ

れば、直接学校からスキップに立ち寄り、遊ぶことができる（直接利用方式）。この場

合、学童クラブに登録した児童との利用の違いが分かりずらくなるため、学童クラブ利

用の保護者からは月額 3,000 円の利用料の中身が不明瞭との指摘も少なくない。 

○ このほか、子どもスキップに移行した学童クラブでは、直接利用であっても保護者の

就労時間帯の見守りは確保されるとの家庭の判断で、学童クラブを退会させる状況もみ

られる。特に 3年生になると自主的な活動をしてみたい、あるいはさせたいという子ど

も、保護者双方の意向により退会するケースが見受けられる。 

 

② 学童クラブと一般利用の相違点 

○ 学童クラブ事業は利用登録した児童に対して、一定の時間学童クラブ室(子どもスキ

ップではコアスペース)という専用のスペースと担当職員を配置（児童館は固定制、子

どもスキップはローテーション制）してサービスを提供する事業である。同じ児童館や

子どもスキップを利用している一般利用と比較しても、特定のサービスを継続的に提供

するという点においてその性格は異なるものである。 

○ 学童クラブと一般利用を比較すると、概ね次のように整理できる。 

 

学童クラブ利用児童 一般利用児童 
項 目 

スキップ 児童館 スキップ 児童館 

出欠席の確認 有り 無し 

帰宅時間の確認 有り 無し 

宿題の声かけ 有り 無し 

学童クラブ行事 有り 無し 

保護者会・個人面談 有り 無し 

連絡帳 有り 無し 

間食の提供 有り（希望者） 無し 

専用スペース 有り 無し 

専用遊具 有り 無し 

平日 18 時まで 18 時まで 
校庭開放 

終了まで 
18 時まで 

土曜日 9 時～17 時 9 時～17 時 

10 時～17 時 

(又は校庭開放

終了まで) 

9 時～17 時 利用時間 

学校休業日 9 時～18 時 9 時～18 時 
10 時～校庭開放

終了まで 
10 時～18 時 

職員の係わり 
個別的、集団的指導 

を通じた援助 

ゆるやかな見守り 

（児童館は児童厚生施設） 
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③ 受益者負担の妥当性 

○ 学童クラブ登録児童と一般利用児童は、学童クラブ室（コアスペース）以外において

は施設内でともに遊び、相互に交流しながら活動している。このため、一つの活動の中

では職員の係わりなどで大きな違いがないように外観できる場合もある。 

しかしながら学童クラブ事業は、上記②のとおり特定の人（児童・保護者）に対して

所要のサービスを提供するものであり、運営形態が変化する中においても引き続き一定

の受益者負担は必要であると考える。 

○ また、税金をもとに実施している事業である以上、特定のサービスを利用している人

と利用していない人とのバランスを考慮する必要性や、基本的には保護者が就労等によ

り一定の収入を得るために児童を預けるという側面からも、保護者の一定の負担は必要

と考える。 

 

（５） 今回の利用料改定の要否の判断 

○ 区では平成 16 年度以降、全ての小学校区での子どもスキップ展開に向けて段階的に取

り組んでいる。児童館から子どもスキップへの移行にあたっては、それまでの学童クラブ

の機能を維持・継続することとしており、今後も同様の方向で対応していく予定である。

機能を継続していく以上、移行過程での利用料改定は保護者の理解を得難く、子どもスキ

ップへの円滑な移行を推進する上でも支障が生じる懸念は否定できない。 

○ また一方、学童クラブを運営するための経費は、非常勤職員の積極的な活用や施設形態

の過半が児童館内から小学校内に移行したことなどにより、有料化を開始した当時よりそ

のコストは大きく減少している。運営経費に占める利用料の割合も高まっており、引き続

き応分の負担が必要な状況に変わりはないが、改定に向けての材料としては消極的な要素

であるといえる。 

○ よって、これらを含めた諸状況を総合的に勘案すると、現段階においては現行の月額

3,000 円を継続することが適当と考える。 

 

 

４．今後の課題 

○ 児童館から子どもスキップへの移行期における学童クラブの利用料については、基本的

に子どもスキップへの移行をすべて達成できた段階で、その見直しに着手することが望ま

しいといえる。 

○ しかしながら、すべての小学校区での実施に向けては、地域や関係部局との協力・連携

のもと積極的に取り組んではいるものの、その実現には今しばらくの年数を要することが

見込まれる。 

○ このため学童クラブの利用料については、今後とも、受益者負担の適正化の観点から、

そのあり方も含めて定期的に状況を見極め、改定の要否を判断していく必要がある。 
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区立幼稚園保育料等見直し検討結果について 

 
                             平成２０年１１月１７日 

教育委員会教育総務課 
１．検討結果 

【結論】改定しない 
【理由】①16年 12月の「幼稚園保育料等見直しプロジェクトチーム」の報告に基づく保 

育料の値上げについて、２段階の経過措置をとったことから現行料金の実施 
が 19年４月となり、改定後まだ１年しか経過していないこと 

    ②18年度決算をベースとする想定保育料額（後述）と比較しても現行料金と大 
きな開きがないこと 

     ③保護者負担額の公私比較の状況は、前回改定時における公私比較の状況と比 
較してまだそれほど大きな開きになっていないと考えられること 

     ④区立幼稚園の保育料の２３区の状況を勘案して近隣区との均衡にも配慮する 
必要があること 

 
２．検討内容 

（１）幼稚園保育料負担の考え方 

①幼稚園教育の経費負担については、教育を受けることにより個人が得る成果及び利 
益に応じて経費を負担するという受益者負担の側面と、教育の成果は、個人のみな 
らず社会全体の共有財産であるとして、自治体が負担すべきであるという社会的負 
担の側面の両面がある。 

②幼稚園保育料は、単なる施設使用料というだけではなく、幼児教育提供に対する対 
価という性格をもつ。 
③幼稚園の保育料額決定にあたっては、幼稚園教育の社会に果たす役割と教育サービ 
スの対価であるという両面を勘案して決定する必要がある。 

 
（２）保育料額算定についての原則 

①受益者負担の原則 
②政策反映の原則 
③均衡の原則・・・・２３区、区内私立幼稚園 
④補完の原則・・・・激変緩和措置 
⑤算定基準 ・・・・保育料額の算定は、これらの原則を考慮して、総合的に判断し 
て決定する。 

 

 

資 料 ３
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（３）保育料算定式により想定される保育料額 

 ①算式 
  保育料＝{幼稚園運営経費÷定数－〔（投資的経費＋（人件費×政策反映の率）〕÷定数）} 
    【月額】    【受益者負担】         【政策反映（社会的側面）・・・・人件費の一部参入】 

                                    ÷12月 
 ②１８年度決算に基づく保育料額の試算 

  10,614 円＝{149,336千円÷180－〔15,736千円＋（122,970千円×90％）〕÷180人} 
÷12ヶ月 

   

（４）一人当りコスト（18 年度決算ベース） 

①施設コスト 
｛〔物件費 10,149千円（消費税除く）＋人件費 122,970千円〕÷180人｝÷12月 

＝61,630円 
②手数料コスト 

｛[物件費 173,259円＋郵送料 16,930円＋人件費 173,259円]÷90人｝÷12月＝3,346円 
 

（５）私立幼稚園の保護者負担額（保育料）と公私比較 

①保護者負担額平均月額 

平成１９年度 １５園の保育料の年間負担額（大学付属２園を除く） 

平均月額  25,100 円 （年額 302,200 円） ※保育料に冷暖房費等を加えた額 

②私立幼稚園補助金 

○平成 19 年度決算の私立幼稚園の保護者への補助金 

ⅰ 私立幼稚園就園奨励費 66,759 千円  

ⅱ私立幼稚園等園児保護者負担軽減補助 46,405 千円 

ⅲ 私立幼稚園等園児保護者補助金 96,939 千円 

ⅲはⅱに合算 

して補助 

         合    計        210,103 千円 

   ○一人当たりの補助金額は 

210,103 千円÷2,110 人÷12 月＝8,298 円（月額） 

③実質保護者負担額 

      ① 25,100 円 － ② 8,298 円  ＝  16,802 円 

④公私比較（保育料月額） 

      区立幼稚園保育料 10,000 円 : 私立幼稚園平均保育料 16,802 円 ＝ １ ： 1.68 

（【参考】 16 年度改正時の数値 １ ： 1.47） 
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（６）２３区の状況（平成 20 年 11 月調査 別添資料） 

①保育料（月額） 

最高月額  板橋区   10,200 円 

最低月額  江戸川区   3,000 円 

平   均            6,561 円 

※ 豊島区の保育料 10,000 円は、高い方から 2 番目の水準である。 

②入園料（入園手数料 年額） ・・・ 入園事務経費 

最高額   板橋区      3,200 円 

手数料を取っていない区  文京区･荒川区 

平均額                1,574 円 

※ 豊島区と同額の 3,000 円の区は３区である。 

 

（７）考慮事項 

○定員充足状況  平成 15 年度から平成１９年度までの定員充足率は平均 87.2%であるが、 

平成２０年度は 70%、平成２１年度は 69%（10 月現在の入園見込み数）に留まっている。 

   ○区立幼稚園の２３区の保育料額との均衡を図る必要がある 

 

 

３．＜参考＞保育料改定経過 

 
保育料 入園料 

改定年月 保育料年額 
（月額） 

改定率 実施時期 入園料額 改定率 実施時期 

S４５.４月 
24,000円 
（2,000円） 

－ S45.４月 1,000円 － S45.4月 

S５７.４月 
36,000円 
（3,000円） 

50% S58.4月 － －  

S６１.４月 
48,000円 
（4,000円） 

33.3% S62.4月 － －  

H４.４月 
60,000円 
（5,000円） 

25% H5.4月 － －  

H１３.４月 
72,000円 
（6,000円） 

20% H14.4月 － －  

H1７.４月 
120,000円 
(10,000円) 

66.7% H19.4月 3,000円 300% H18.4月 

 



編集・発行
平成２１（２００９）年２月発行
豊島区施設使用料適正化プロジェクトチーム
事務局；豊島区政策経営部 財政課
〒170－8422 豊島区東池袋１－１８－１
℡ （０３）３９８１－１１１１（代表）

施設使用料適正化に関する検討報告書


	Text2: 
	0: このページは白紙です
	1: 
	0: このページは白紙です
	1: このページは白紙です




